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2022年６月９日

株　主　各　位
東京都千代田区紀尾井町３番12号

株 式 会 社 パ ピ レ ス
代表取締役社長 松 井 康 子

１．日 時 2022年６月24日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区紀尾井町３番12号

紀尾井町ビル４階　当社セミナールーム
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第28期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２. 第28期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件

第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月23日（木曜日）午

後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具
記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください

ますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.papy.co.jp）に掲載させ

ていただきます。
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、持ち直しの動きが続いている

ものの、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が残る中

で、一部に弱さが見られます。

　電子書籍の市場規模は、「インプレス総合研究所『電子書籍ビジネス

調査報告書2021』」によると、2020年度は4,821億円と推計されていま

す。

　電子書籍の市場環境は、前連結会計年度の前半は、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に伴い、外出自粛による巣ごもり消費の影響等によ

って需要が増加しましたが、後半以降は、感染拡大の長期化による社会

情勢が、ユーザーの購買行動に影響を及ぼしています。また、海賊版サ

イトの不正利用も急増し、市場全体に深刻な影響を与えています。

　市場参入企業も多く、厳しい競争が続いているため、コンテンツ需要

の増加により、出版社等のコンテンツホルダーからの仕入コストが上昇

し、集客を強化するための、広告宣伝や販促コストも拡大傾向となって

います。

　このような環境の中で、当社グループは、顧客第一主義の基本理念に

基づく、サービスの向上施策及び他社との差別化を図るためのブランド

戦略施策を実施しました。

　サービス向上施策は、レンタル販売方式の拡充を進めました。

　ブランド戦略施策は、中長期的な事業拡大を目的とした広告宣伝を、

先行投資として、積極的に行っています。

　また、ユーザーへの還元を目的とした販売促進施策も積極的に行いま

した。
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　さらに、将来、市場が拡大すると予測される英語圏や中国語圏を中心

とした海外事業への投資強化及び次世代コンテンツの開発強化を図りま

した。

　この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は20,700百万円（前

連結会計年度比12.7％減）、営業利益は957百万円（前連結会計年度比

57.0％減）、経常利益は1,208百万円（前連結会計年度比47.2％減）、

親会社株主に帰属する当期純利益は751百万円（前連結会計年度比

51.3％減）となりました。

　当社グループの事業は、電子書籍事業のみであり、重要な事業拠点も

当社のみとなっているため、報告セグメントはありません。

　なお、当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会

計基準第29号　2020年３月31日）等を適用する会計方針の変更を行って

おり、遡及処理後の数値で比較分析を行っています。

　以下、当連結会計年度における主な事業活動を報告します。

（集客施策）

　「Renta！」の認知度向上のため、ＴＶＣＭ、動画、インターネッ

ト広告等の広告施策を積極的に実施しています。全国放送のＴＶＣＭ

の内容を刷新し、また、「恋はDeepに」等のＴＶドラマ放送との番組

連動ＣＭを実施しました。

　動画では、ＶTuber／バーチャルライバーグループとのライブ配信

イベントを業界で初めて実現しました。海外ユーザーもターゲットに

した世界同時配信による著名作家とのオンラインイベントを実施し、

ブランドの向上に努めました。

　また、ポイントによる販促キャンペーン企画も積極的に行い、ユー

ザーの獲得を目指しました。
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（サイト改良施策）

　「Renta！」のレンタル価格が、配信日からの期間に応じて、「新

作レンタル」⇒「準新作レンタル」⇒「レンタル」と変動する新サー

ビスを業界で初めて導入しました。

　また、検索時において、「みんなの感想」、「詳細ジャンル」、

「属性ジャンル」、「読み方」、「人気キーワード」等をカスタマイ

ズして探すことができる、こだわり機能を導入し、ユーザビリティの

向上を目指しました。

（オリジナルコンテンツ施策）

　自社オリジナルのコミックレーベル「Rentaコミックス」の作品と

して、ＴＶドラマ「恋はDeepに」のドラマと異なる視点で描いたコミ

カライズ版の先行配信及びＴＶドラマ「あのときキスしておけば」の

コミカライズ版の先行配信を実施しました。

　また、新しく自社オリジナルのライトノベルレーベル「Rentaノベ

ルス」を開始しました。

　さらに、「Rentaコミックス」のオリジナルマンガレーベル「COMIC

スピア」よりリリースする作品の、コミカライズ原作コンテストを、

「小説家になろう」と共同で実施しています。

（次世代コンテンツ施策）

　タテ読みフルカラーコミック「タテコミ」の拡充を進めています。

コミックのカラー化の制作時間とコストを削減するため、ピクシブ株

式会社と株式会社Preferred Networksの共同開発に協力し、ＡＩによ

る線画自動着色サービスの試験導入を実施しました。

　また、マンガにモーションと音声を付加し、スマートフォンでの視

聴に最適のタテ型アニメーション形式の動画コンテンツ「アニコミ」

について、声優事務所とのコラボレーションによる新シリーズの配信

を開始しました。
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（海外展開施策）

　海外直営販売サイトの「英語版Renta！」、「中国語繁体字版

Renta！」の売上拡大を目指して、集客、サイト改良、コンテンツの

拡充を進めています。コンテンツについては、翻訳クオリティ担保と

制作工数削減を目指して、ＡＩの試験導入を開始し、翻訳強化を図り

ました。

　また、海外取次会社ＡＡＧ（アルド・エージェンシー・グローバル

株式会社）を通して、直営以外の海外販売サイトにも販路を拡大し、

英語圏や中国語繁体字圏での販売を開始しました。

② 設備投資の状況

　当連結会計年度中において、重要な設備投資及び設備の除却並びに売却

等はありません。

③ 資金調達の状況

　該当事項はありません。
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区 分
第 25 期

(2019年３月期)
第 26 期

(2020年３月期)
第 27 期

(2021年３月期)

第 28 期
(当連結会計年度)
(2022年３月期)

売 上 高(百万円) 19,162 23,347 25,392 20,700

経 常 利 益(百万円) 1,993 1,491 2,288 1,208

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

(百万円) 1,348 967 1,542 751

１株当たり当期純利益 (円) 136.66 97.52 156.43 78.18

総 資 産(百万円) 11,789 13,067 15,191 13,830

純 資 産(百万円) 6,677 7,587 9,055 8,771

１株当たり純資産 (円) 670.28 761.61 910.04 951.87

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１. 「１株当たり当期純利益」は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、

「１株当たり純資産」は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出してい

ます。

２. 「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式（前連結会計年度の期中平均株式数

245千株、期末株式数230千株、当連結会計年度の期中平均株式数205千株、期末株式

数190千株）を、「１株当たり当期純利益」及び「１株当たり純資産」の計算におい

て、控除する自己株式に含めています。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

巴 比 楽 視 網 路 科 技

股 份 有 限 公 司
120百万NTD 95.0％

中国語繁体字圏向け
電子書籍販売

株 式 会 社 ネ オ ア ル ド 75百万円 100.0％
次世代コンテンツの
開発・制作

P a p y l e s s  G l o b a l , I n c . 7百万USD 100.0％
英語圏向け
電子書籍販売

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD. 10百万HKD 100.0％
中国語簡体字圏向け
電子書籍事業

アルド・エージェンシー・
グ ロ ー バ ル 株 式 会 社

50百万円 66.6％
海外向け電子書籍
取次販売事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注） 2022年１月に、「Papyless Global,Inc.」の増資を行い、資本金が増加しています。
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(4) 対処すべき課題

　当社グループをとりまく環境は、電子書籍ユーザーの拡大等により、堅

調に市場規模が拡大していますが、市場参入企業も多く、厳しい競争が続

いています。

　当社グループにおいては、電子書籍の収集及び配信を強化し、業界のパ

イオニアとしての優位性を活かしながらブランドを確立して、日本国内に

おいて、業界でのシェアを拡大していくとともに、国外においても、電子

書籍事業を拡大させていくことを、対処すべき課題と捉えています。

　そのための施策として、以下の事項に重点的に取り組み、人的・金銭的

投資を積極的に行っていく方針です。

① ユーザーが使い易い総合電子書店サービス

　従来から採用しているクラウド型配信方式を拡大し、複数の端末で利

用可能なマルチデバイス展開を継続しつつ、スマートフォンやタブレッ

トユーザーをターゲットとした販売の強化を目指します。

　また、ユーザーの声に基づいた、サイト機能、アプリ、ビューア等の

利便性の向上や顧客サポートの強化等の改良を行い、サービスを一層充

実させる方針です。

　さらに、ＡＩの実用化を行い、検索機能等のユーザビリティの向上を

図ります。

② コンテンツの拡充

　出版社等との契約をさらに増やし、掲載コンテンツの品揃えを充実さ

せ、ユーザー層の拡大を図ります。

　また、スマートフォン向けに 適化した、タテ読みフルカラーコミッ

ク「タテコミ」のコンテンツ数を増加させ、普及促進を強化します。

　合わせて、デジタルならではの演出を加えた次世代コンテンツの開発

強化を図ります。ⅰ）コミックを動的演出で見せる「コミックシアタ

ー」、ⅱ）小説の文章を短く区切り、画像を追加した「絵ノベル」、

ⅲ）「タテコミ」にアニメーション効果を付加した「タテコミ

Move！」、ⅳ）「タテコミMove！」に人気声優によるボイスを付加し

た、スマホで見るタテ型マンガアニメーション「アニコミ」等の開発・

改良を進め、制作体制を強化します。

　さらに、オリジナルコンテンツの制作体制を強化し、自社レーベルを

通じて、掲載数の増加を目指します。
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③ 認知度の向上

　ＴＶＣＭ等のマス広告を実施し、ユーザー層の拡大を図ります。集客

のためのプロモーション強化を積極的に行うとともに、広告効果を継続

的に検証し、ＡＩを活用しながら広告効率の向上を図り、会員数の増加

と当社グループが運営する電子書籍販売サイトの認知度向上に努めま

す。

　また、各種キャンペーンやニュースリリースを積極的に行うととも

に、ＳＮＳを活用してユーザーと対話する機会を増やしていきます。

④ 販売システム及び電子書籍制作掲載体制の合理化及び構築

　販売システムについては、次々と発表される新端末に迅速に対応する

ため、システムの統一化、応用性の向上を図ります。

　また、データ量の増加による回線負荷への対応や、有事の際のサービ

ス継続性強化のため、サーバ及び回線の増強や、バックアップ体制の強

化等、運用保守の改善に努めていきます。

　電子書籍制作掲載体制については、電子書籍素材の一元管理による効

率的な制作体制の強化、制作関連システムの自動化や合理化を進めてい

きます。

⑤ 海外での電子書籍販売

　海外での電子書籍販売については、翻訳をはじめとし、様々な課題を

抱えていますが、国内に比べてコンテンツ市場が大きく、また、拡大が

見込まれています。英語圏、中国語繁体字圏、中国語簡体字圏に向けて

電子書籍事業を展開し、国外での事業拡大を目指します。

⑥ ブランドの確立

　社会的な認知が広がるとともに、市場参入業者も多く、厳しい競争が

続く電子書籍業界の中で、ユーザーから選ばれる電子書籍サイトを目指

し、ブランドの構築を進めていきます。

　運営サイトの統合、代替がきかないオリジナリティの高いサイト構築

等を行い、競合他社との差別化を図り、競争優位性があるブランドの確

立を目指します。
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事業区分 事業内容

電子書籍事業
スマートフォン、タブレット、ＰＣ等の情報端末を利用した、
ネットワーク配信による電子書籍販売

(5) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

　当社グループは、電子書籍事業を行っています。

　当社グループは、電子書籍事業の単一セグメントです。

本社 東京都千代田区

巴比楽視網路科技股份有限公司 本社（中華民国台北市）

株式会社ネオアルド 本社（東京都千代田区）

Papyless Global，Inc． 本社（米国カリフォルニア州）

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD. 本社（香港）

アルド・エージェンシー・グローバル株式
会社

本社（東京都千代田区）

(6) 主要な営業所（2022年３月31日現在）

① 当社

② 子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

電 子 書 籍 事 業 134（5）名 9名増(3名減）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

107（4）名 9名増(3名減） 32.7歳 5.3年

(7) 使用人の状況（2022年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）「使用人数」は就業員数であり、臨時従業員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し

ています。なお、臨時従業員とは、契約社員及びアルバイト社員を指し、派遣社員等を除

いています。

② 当社の使用人の状況

（注）「使用人数」は就業員数であり、臨時従業員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し

ています。なお、臨時従業員とは、契約社員及びアルバイト社員を指し、派遣社員等を除

いています。

(8) 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、2022年４月４日付

で、当社株式は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場から同

取引所スタンダード市場に市場変更しました。

－ 10 －



① 発行可能株式総数 36,000,000株

② 発行済株式の総数 10,326,880株

③ 株主数 10,267名（前事業年度末比3,002名増）

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％
天 谷 　 幹 夫 3,427,704 36.7

イ ン フ ォ コ ム 株 式 会 社 1,066,300 11.4

日 本 出 版 販 売 株 式 会 社 540,000 5.8

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ
ＴＲＵＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ
Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ 　 Ｏ Ｍ ０ ２ 　 5 0 5 0 0 2

300,000 3.2

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 251,800 2.7

松 井 　 康 子 213,684 2.3

Ｄ Ｂ Ｓ 　 Ｂ Ａ Ｎ Ｋ 　 Ｌ Ｔ Ｄ ． 7 0 0 1 5 2 135,914 1.5

Ｂ Ｎ Ｙ Ｍ 　 Ｓ Ａ ／ Ｎ Ｖ 　 Ｆ Ｏ Ｒ 　 Ｂ Ｎ Ｙ Ｍ
Ｆ Ｏ Ｒ 　 Ｂ Ｎ Ｙ 　 Ｇ Ｃ Ｍ 　 Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ
Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ Ｓ 　 Ｍ 　 Ｌ Ｓ Ｃ Ｂ 　 Ｒ Ｄ

135,848 1.5

ＡＶＩ　ＪＡＰＡＮ　ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＹ
Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ Ｔ 　 Ｐ Ｌ Ｃ

101,600 1.1

川 口 　 謙 101,000 1.1

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2022年３月31日現在）

④ 大株主

（注）１. 当社は、自己株式を992,894株保有していますが、上記大株主からは除外していま

す。

２. 当社は、「役員向け株式交付信託」を導入しており、三井住友信託銀行株式会社（信

託Ｅ口）が当社株式190,000株を所有しています。同信託が所有する当社株式につい

ては、自己株式に含めていません。

　　なお、三井住友信託銀行株式会社は、当該当社株式を、株式会社日本カストディ銀行

（信託口）に再委託しています。

３. 持株比率は、自己株式（992,894株）を控除して計算しています。
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株式数 交付対象者数

取締役 40,000株 ４名

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状

況

（注）当社の株式報酬の内容については、事業報告14ページ「⑤　取締役及び監査役の報酬等」

に記載しています。

第 ６ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2021年６月15日

新 株 予 約 権 の 数 270個
　

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式 27,000株
(新株予約権１個につき 100株)

　
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり 170,600円
(１株当たり 1,706円)

　

権 利 行 使 期 間
2023年７月１日から
2031年６月14日まで

行 使 の 条 件

　権利行使時においても当社、当社子会社
又は当社の関係会社の、取締役、監査役又
は従業員その他これに準ずる地位にあるこ
とを要する。
　権利者が死亡した場合には、相続人が権
利行使可能とする。

使用人等への交付状況
当 社 使 用 人

新株予約権の数 270個
目的となる株式数 27,000株
交付対象者数 37名

　
子会社の役員及び使用人 　　　　　　　　－

　

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

　該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況
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③ その他新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 松 井 康 子

巴比楽視網路科技股份有限公司代表取締役
株式会社ネオアルド取締役
Papyless Global，Inc．取締役／ＣＥＯ
PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役／ＣＥＯ
アルド・エージェンシー・グローバル株式会社代
表取締役社長

取 締 役 会 長 天 谷 幹 夫

当社海外担当
巴比楽視網路科技股份有限公司取締役
Papyless Global，Inc．取締役
PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役

専 務 取 締 役 福 井 智 樹

当社仕入部門統括兼コンテンツ企画開発部長
株式会社ネオアルド代表取締役社長
アルド・エージェンシー・グローバル株式会社取
締役
巴比楽視網路科技股份有限公司取締役

取 締 役 岡 田 英 明
当社販売部門統括兼システム管理部長
Papyless Global，Inc．取締役

取 締 役 須 永 喜 和

当社管理部門統括兼総務・経理部長
巴比楽視網路科技股份有限公司監査役
株式会社ネオアルド取締役
Papyless Global，Inc．取締役／ＣＦＯ
PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役

取 締 役 礒 﨑 実 生
イーサップ経営研究所代表
ニフティライフスタイル株式会社監査役
株式会社南都銀行経営企画部副部長

常 勤 監 査 役 松 村 貞 浩
株式会社ネオアルド監査役
アルド・エージェンシー・グローバル株式会社監
査役

監 査 役 藤 居 祥 三 －

監 査 役 齊 藤 清 仁 社会保険労務士齊藤マネージメントサービス代表

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

（注）１. 取締役礒﨑実生氏は、社外取締役です。

２. 常勤監査役松村貞浩氏、監査役藤居祥三氏及び齊藤清仁氏は、社外監査役です。

３．監査役齊藤清仁氏は、過去に投資ファンド運営会社において、長年にわたりファンド

マネージャー業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してい

ます。

４. 当社は、社外取締役礒﨑実生氏及び社外監査役の全員を、東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
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② 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１

項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しています。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役礒﨑実生氏及び監

査役松村貞浩氏、監査役藤居祥三氏、監査役齊藤清仁氏については100

万円又は会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としていま

す。

③ 補償契約の内容の概要等

　該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　該当事項はありません。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　基本報酬に関しては、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の

決定に関する方針は定めていません。また、役職ごとの決定方法の方

針も定めていません。

　当社の役員の基本報酬に関する株主総会の決議年月日は、2007年６

月28日であり、決議の内容は、取締役全員（社外取締役を含む）の総

額として年額80百万円以内、監査役全員（社外監査役を含む）の総額

として年額20百万円以内と決議されています。

　当該報酬額の決議に係る員数は、定款に基づき、取締役は７名以

内、監査役は４名以内です。

　報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、株主総会の決議により

定められた報酬限度額の範囲内において、取締役については取締役

会、監査役については監査役会にあります。

　株主総会の決議により定められた、取締役及び監査役それぞれの報

酬限度額の範囲内において、取締役の報酬等については、取締役会が

社長（松井康子）に一任し、社長が決定しています。
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　取締役会は、毎月、各取締役から業務執行状況の報告を受け、その

内容を審議しています。社長は、当該報告及び審議によって、各取締

役の職務の執行状況及び事業に対する貢献度を十分に把握しているた

め、取締役の報酬等については、社長に一任しています。

　社長が決定した、個人別の報酬は、取締役会に報告され、審議され

ています。

　監査役の報酬等については、監査役会において全員で協議の上、決

定しています。

　当社の役員の株式報酬に関する株主総会の決議年月日は、2016年６

月27日であり、決議の内容は、取締役全員に対する付与株数として年

30,000株以内（2017年４月１日の株式分割１：２により、当事業年度

末現在は、年60,000株以内）と決議されています。

　報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、株主総会の決議により

定められた報酬限度株数の範囲内において、取締役会にあります。

　株式報酬に関しては、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の

決定に関する方針は、株式交付規程で定めています。

　株式交付規程の内容は、株主総会の決議により定められた報酬限度

株数の範囲内において、役職ごとの付与株数等について決定していま

す。

　株式報酬に係る員数は、定款に基づき、取締役７名以内です。

　なお、業績連動報酬はありません。

　また、当社には、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

の決定に関与する委員会はありません。
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区 分 員 数
報 酬 等 の 額

基本報酬 株式報酬 計

取 締 役
（うち社外取締役）

６名
（１名）

50百万円
（４百万円）

103百万円
（－百万円）

154百万円
（４百万円）

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
（３名）

９百万円
（９百万円）

－百万円
（－百万円）

９百万円
（９百万円）

合 計
（うち社外役員）

９名
（４名）

60百万円
（14百万円）

103百万円
（－百万円）

164百万円
（14百万円）

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。使

用人兼務取締役に支給した使用人分給与相当額の総額は、18百万円です。

２. 取締役の基本報酬限度額は、2007年６月28日開催の第13期定時株主総会において、年

額80百万円以内と決議いただいています。また別枠で、2016年６月27日開催の第22期

定時株主総会において、株式報酬額として、年３万株以内（株式分割等があった場合

は、分割比率等に応じて合理的な調整を行います。）と決議いただいています。

なお、当事業年度の株式報酬額は、株式交付信託の受託者である信託銀行の当社株式

の取得価額に４万株（2017年４月１日に株式分割（1：2）しています。）を乗じた金

額となっています。

３. 監査役の報酬限度額は、2007年６月28日開催の第13期定時株主総会において、年額20

百万円以内と決議いただいています。

ハ. 当事業年度において支払った役員退職慰労金

　該当事項はありません。

ニ. 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。
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⑥ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役礒﨑実生氏は、イーサップ経営研究所代表及びニフティライ

フスタイル株式会社監査役です。イーサップ経営研究所及びニフティ

ライフスタイル株式会社と当社との間には特別な関係はありません。

　監査役松村貞浩氏は、株式会社ネオアルド及びアルド・エージェン

シー・グローバル株式会社監査役です。株式会社ネオアルド及びアル

ド・エージェンシー・グローバル株式会社は、当社の連結子会社であ

り、当社と電子書籍の販売、仕入等の取引関係があります。

　監査役齊藤清仁氏は、社会保険労務士齊藤マネージメントサービス

代表です。社会保険労務士齊藤マネージメントサービスと当社との間

には特別な関係はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外
取締役

礒 﨑 実 生

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席しまし

た。

公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た

しています。

社外
監査役

松 村 貞 浩

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会14回

のうち14回に出席しました。

長年にわたり会社経営に携わってきた経営者としての知見に基づ

き、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言を行っています。また、監査役会において、

業務監査、内部統制システム、会計監査等について適宜適切な発

言を行っています。

社外
監査役

藤 居 祥 三

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会14回

のうち14回に出席しました。

金融機関における監査役の経験を活かして、取締役会において、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行

っています。また、監査役会において、内部統制システム、業務

監査、会計監査等について適宜適切な発言を行っています。

社外
監査役

齊 藤 清 仁

当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査役会14回

のうち14回に出席しました。

長年にわたりファンドマネージャーを務めた専門的な知識と幅広

い経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当

性・適正性を確保するための発言を行っています。また、監査役

会において、会計監査、内部統制システム、業務監査等について

適宜適切な発言を行っています。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額

15百万円

(4) 会計監査人の状況

① 名称　アーク有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載していま

す。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積り

の算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の

報酬等の額について同意の判断をしました。

３. 当社の重要な子会社のうち、巴比楽視網路科技股份有限公司（海外子会社）について

は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に

相当する資格を有する者を含む）の監査を受けています。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定します。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任しま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株

主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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⑥ 補償契約の内容の概要等

該当事項はありません。

３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当

該運用状況は以下のとおりです。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制及び運用状況

① 毎月の定時取締役会において、取締役の職務の執行状況の報告を義務

付けるとともに、必要に応じて顧問弁護士や専門家等に相談すること

によって、法令・定款違反行為を未然に防止する。

② 取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに

監査役に報告するとともに、取締役会においても報告を義務付け、ガ

バナンス体制を強化する。

③ 違法行為等に関する通報窓口を社内及び社外に設け、通報を受け付け

る。

（運用状況）

　定時取締役会において、各取締役から詳細な職務の執行状況の報告が

行われています。

　また、監査役には、当該職務の執行状況が、取締役会及び定期的に開

催される経営者との懇談会において報告されています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制及び運用状

況

① 取締役会議事録や稟議書を始めとする、取締役の職務執行に係る情報

や各種機密文書、重要文書等については、文書管理規程に基づき、総

務・経理部がその保存媒体に応じて、適切かつ確実に、検索性の高い

状態で保存・管理することとし、文書管理規程に定める年数、閲覧可

能な状態を維持することとする。

（運用状況）

　該当文書は、定められた設置場所に、検索性が高い状態で、規程上の

保存年数、保管されています。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制及び運用状況

① 当社の業務執行に係るリスクとして、以下のリスクを認識し、その把

握と管理体制、個々のリスクについての管理責任者についての体制を

整えることとする。

・　コンピュータシステム障害、通信障害等による業務停止リスク。

・　顧客情報等、機密情報に関する外部流出・漏洩に関するリスク。

・　天災（火災、地震、風水害等）による多大な損害を受けるリスク。

・　労働災害（不慮の事故や事件等）による、主要業務を担当する相当

数の取締役又は使用人の生命又は健康に重大な影響を与えるリス

ク。

・　当社が予期せぬ重大な訴訟による多大な損害を被るリスク。

・　当社が不本意にして法律違反を犯したことによって多大な責任を問

われる、もしくは、行政処分を受けるリスク。

・　重要な取引先の倒産や株式の買い占めその他、会社存続にかかわる

重大な事案の発生に関するリスク。

・　悪評、信用不安情報等が顧客、マスコミ、インターネット等に広が

り、当社の業績に悪影響が生じるリスク。

② リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定める。同規程によ

って、不測の事態が発生した場合における連絡経路、対策本部の設

置、個々のリスクについての管理責任者や、専門家や顧問弁護士の意

見収集、迅速な対応等の基本方針その他を定め、損害の拡大を防止

し、これを最小限に止める体制を整える。

（運用状況）

　リスク事項が発生した場合の、報告経路、対応責任者が明確に定めら

れ、適切な対応が行われています。リスクに対する対応策は、常に社内

で検証され、改善が行われています。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び

運用状況

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の

基礎として、定時取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて適宜

臨時取締役会を開催するものとする。また、当社の取締役会決議事項

以外の業務上の重要事項については、適宜情報交換や審議等を経て、

執行の決定を行うものとする。
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② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程及び職務権限

規程、並びに、業務分掌規程を整備し、各責任者とその責任及び業務

手続等の詳細について定めることとする。

（運用状況）

　各取締役が、事前に詳細な職務の執行状況資料を作成し、定時取締役

会において情報共有を図るとともに、十分な審議が行われています。

　また、業務執行が効率的に行われるよう、定期的に、戦略会議等にお

いて、より具体的な議論が行われています。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制及び運用状況

① 内部監査規程を定め、毎年、内部監査を実施する。使用人の職務の執

行における法令、定款、社内規程の遵守状況の確認を軸とした業務監

査及び会計監査を行うこととする。

② 使用人の職務執行状況を適時把握するための、組織的監視を実施す

る。定期的に社内会議を実施し、使用人からの職務執行状況の報告に

よって、情報の共有化に努めるとともに、組織的監視を行うものとす

る。また、使用人による重要な職務執行にあたっては、部室長の確

認、帳票等に関しては部室をまたがる確認を行い、組織的な監視を実

施する体制を整えるものとする。

③ 使用人による法令及び定款違反を未然に防ぐために、全従業員に対す

る関連法令及び社内規程、部室内特有の事項に関する法令・規程の周

知徹底に努めるものとする。

④ 取締役又は使用人が、当社における重大な法令違反その他コンプライ

アンスに関する重要な事実を発見した場合には、報告体制として、直

ちに監査役、他の取締役及び内部監査責任者に報告するものとする。

また、取締役については、当該事項を適宜情報共有・審議し、迅速な

対応を図り、かつ、当該事項について取締役会で報告するものとす

る。

⑤ 違法行為等に関する通報窓口を社内及び社外に設け、通報を受け付け

る。

⑥ 監査役は、当社の法令遵守体制及び内部通報の運用に問題があると認

めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を取締役に対して

求めることができるものとする。
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（運用状況）

　内部監査については、日本内部監査協会の内部監査基準に基づき、リ

スク評価を行った上で、内部監査担当者と監査役が協議し、監査計画を

策定し、実施されています。

　その結果については、適宜、取締役会に報告されています。

　使用人の職務状況の把握は、毎週、全員参加の全体会議の中で情報共

有を行っています。

　監査役は、全体会議等各種会議へ参加するとともに、取締役会及び経

営者との懇談会等を通じて意見を述べています。

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制及び運用状況

① 当社及び子会社において、業務の適正を確保するための基礎として、

子会社管理規程を定めるものとする。

② 当社の子会社業務を管掌する取締役と子会社取締役が定期的にミーテ

ィングを実施し、子会社の内部統制に関する協議、情報の共有を行う

ものとする。また、子会社は、所定の報告書を提出するものとする。

③ 子会社からの報告体制を規定するとともに、子会社の経営上の重要事

項に関し、当社の承認が必要となる統制体制を構築し、子会社の損失

の危険を管理するものとする。

④ 子会社業務を管掌する取締役は、子会社の取締役等の効率的な職務執

行及び取締役等及び使用人の法令及び定款に適合した職務執行を目的

として、子会社の状況に応じて、指示、要請の伝達等が効率的に行わ

れるシステムを含む体制が構築できるよう、適正な指導、監督を行う

ものとする。

（運用状況）

　当社から子会社へ取締役、監査役を派遣するとともに、各子会社を管

理している担当取締役が、定期的に開催される子会社の取締役会に出席

し、業務報告を受け、適宜、必要な指示・指導を行っています。

　また、当社の取締役会において、担当取締役から、子会社の状況に関

し定期的に報告が行われています。
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(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び運用状況

① 監査役は、必要であれば監査役の職務を補助すべき使用人を選任する

ことができるものとする。

（運用状況）

　監査役の職務を補助すべき使用人が選任されています。

(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及

び運用状況

① 取締役は、監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するた

め、当該使用人の人事異動等を行う場合には、監査役の意見を求める

ものとする。

（運用状況）

　取締役は、監査役の意見を聴取し、その意見を踏まえて人事異動等を

実施しています。

(9) 監査役の、その職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項及び運用状況

① 監査役は、監査役の指示の実効性が十分に満たされると判断した使用

人を、監査役の職務を補助すべき使用人として選任できるものとす

る。

当該使用人が、監査役の指示を実行する場合は、監査役の代理人の権

限を有するものとする。

（運用状況）

　監査役は、自身の指示の実効性を考慮し、使用人の選任を要請してい

ます。
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(10)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役へ

の報告に関する体制及び運用状況

① 取締役は、下記事項について、監査役に対してその都度、報告するも

のとする。

・　定時取締役会時、取締役の職務の執行状況に関する事項。

・　他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合、当該事実に関す

る事項。

・　当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要

な事実を発見した場合、当該事実に関する事項。

・　その他監査役により、業務の執行に関する報告を求められた場合、

当該事実に関する事項。

② 使用人は、下記事項について、監査役に対して報告するものとする。

・　当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要

な事実を発見した場合、当該事実に関する事項。

・　その他監査役により、業務の執行に関する報告を求められた場合、

当該事実に関する事項。

③ 子会社業務を管掌する取締役は、監査役に対して定期的に子会社の状

況を報告するものとする。監査役は、当該報告に関し、より具体的な

情報が必要と判断した場合は、子会社の取締役及び使用人に対して、

直接報告を求めることができるものとする。

（運用状況）

　監査役は、取締役会及び重要な社内の各会議に出席するとともに、経

営者との懇談会を定期的に開催し、取締役の業務執行状況や、コンプラ

イアンスに関する重要な事実について確認しています。

　子会社についても、担当取締役より、定期的に報告を受けています。

また、必要に応じ、随時、状況報告を受けています。

(11)監査役に対して報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを受けないことを確保するための体制及び運用状況

① 内部通報制度運用規則を作成し、通報者の保護について規定するもの

とする。

（運用状況）

　監査役に報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として

解雇その他の不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知してい

ます。
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(12)監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項及び運用状況

① 前払については、原則、監査役会における決定に基づき実施するもの

とする。

② 償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処

理については、原則、監査役会における決定に基づき処理を行うもの

とするが、その内容に関し、必要が生じた場合は、取締役会への報告

を求めるものとする。

（運用状況）

　監査役から、外部の専門家（弁護士、公認会計士等）を利用した費用

などの監査費用について、前払や償還を求められた場合は、当該監査役

の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担す

るものとしています。

(13)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び

運用状況

① 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、

取締役又は使用人からの監査役への直接の報告経路を確保するととも

に、取締役及び使用人は、監査役から業務の執行に関する報告等を求

められた場合には、それに協力しなければならないものとする。

（運用状況）

　監査役は、取締役に対して、定期的な懇談会の開催を要請し、実施さ

れています。

　また、全使用人に対してヒアリングを実施し、直接、報告を受けてい

ます。

４． 会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針については特に定めていません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

コ ン テ ン ツ 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

従 業 員 に 対 す る
長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

12,846

10,778

1,880

17

176

△6

984

40

33

0

6

0

0

944

84

73

518

267
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 5,057

買 掛 金 2,549

リ ー ス 債 務 0

未 払 金 757

未 払 法 人 税 等 97

前 受 金 1,402

賞 与 引 当 金 116

株式報酬引当金 77

そ の 他 57

固 定 負 債 1

繰 延 税 金 負 債 1

負 債 合 計 5,058

（純資産の部）

株 主 資 本 8,677

資 本 金 414

資 本 剰 余 金 885

利 益 剰 余 金 9,173

自 己 株 式 △1,795

その他の包括利益累計額 26

その他有価証券
評 価 差 額 金

2

為替換算調整勘定 23

新 株 予 約 権 28

非支配株主持分 39

純 資 産 合 計 8,771

資 産 合 計 13,830 負 債 純 資 産 合 計 13,830

連 結 貸 借 対 照 表

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 20,700

売 上 原 価 10,615

売 上 総 利 益 10,085

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,128

営 業 利 益 957

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10

投 資 事 業 組 合 運 用 益 7

退 会 者 未 使 用 課 金 収 益 3

為 替 差 益 226

そ の 他 3 253

営 業 外 費 用

そ の 他 2 2

経 常 利 益 1,208

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,208

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 500

法 人 税 等 調 整 額 △44 455

当 期 純 利 益 752

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 0

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 751

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 414 885 8,523 △818 9,004

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △101 △101

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

751 751

自 己 株 式 の 取 得 △1,080 △1,080

自 己 株 式 の 処 分 103 103

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 650 △977 △327

当連結会計年度末残高 414 885 9,173 △1,795 8,677

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権
非支配株主
持　　分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 0 △9 △9 21 38 9,055

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △101

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

751

自 己 株 式 の 取 得 △1,080

自 己 株 式 の 処 分 103

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

2 33 35 7 1 43

当連結会計年度変動額合計 2 33 35 7 1 △283

当連結会計年度末残高 2 23 26 28 39 8,771

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社

・主要な連結子会社の名称 巴比楽視網路科技股份有限公司

株式会社ネオアルド

Papyless Global,Inc.

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.

アルド・エージェンシー・グローバル株式会社

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しています。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産

・コンテンツ資産

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法）

自社制作のコンテンツの費用配分方法については、見積回収期間（12ヶ月）

にわたり、会社所定の逓減的な償却率によって償却しています。なお、制作

費が一定金額以下のコンテンツに関しては、発生時に全額を売上原価に一括

計上しています。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっています。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

によっています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物附属設備　15年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいています。

ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用していま

す。

③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損

益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持

分に含めて計上しています。

④ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しています。

ロ. 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負

担すべき額を計上しています。

ハ. 株式報酬引当金

株式交付規程に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備えるため、株式

給付債務の見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しています。
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⑤ 重要な収益の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ

る主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識す

る通常の時点）は以下のとおりです。

電子書籍事業においては、主にスマートフォン、タブレット、ＰＣ等の情報端

末向けに、ネットワーク配信による電子書籍コンテンツの販売を行っていま

す。このような電子書籍コンテンツの販売については、ユーザーに電子書籍コ

ンテンツのダウンロード権又は閲覧権を付与した時点で収益を認識していま

す。

なお、電子書籍コンテンツの販売のうち、ユーザーに無償で付与したサービス

ポイントの使用があった場合は、当該使用分を控除した純額を収益として認識

しています。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。

２.会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収

益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識することとしました。

　これにより、ユーザーに無償で付与したサービスポイントについて、収益認識会計

基準等の適用前は、その付与時に「販売促進費」として会計処理し、使用時に「売上

高」として会計処理していましたが、収益認識会計基準等の適用後は、使用時に「売

上値引高」と会計処理することとしました。

　当該会計方針の変更は遡及適用されますが、会計方針の変更の純資産への累積的影

響額はなく、利益剰余金の期首残高に変動はありません。
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３. 表示方法の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会

計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月

４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。

　なお、時価をもって連結貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、連結貸

借対照表に与える影響はありません。

４. 追加情報

（役員向け株式交付信託について）

　当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目

的として、当社の取締役を対象にした株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入

しています。

（1）取引の概要

　本制度は、当社が定めた「株式交付規程」に基づき、取締役に、毎期、一定の

ポイントを付与し、年１回、付与ポイントに相当する当社株式が交付される仕組

みとなっています。

　また、取締役に交付する株式については、当社があらかじめ信託設定した金銭

により、信託銀行が第三者割当により当社から取得し、信託財産として保管・管

理しています。

（2）会計処理

　「役員向け株式交付信託」については、「従業員等に信託を通じて自社の株式

を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26

日）に準じて、総額法を適用しています。

（3）信託が保有する株式

　当連結会計年度末において、「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式

は、連結貸借対照表の純資産の部に「自己株式」として表示しています。当連結

会計年度末における、当該自己株式の帳簿価額は491百万円、株式数は190千株で

す。
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　　有形固定資産の減価償却累計額 41百万円

普通株式 10,326,880株

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 101 10 2021年３月31日 2021年６月28日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１ 株 当 た り
配当額 (円 )

基 準 日
効 力
発 生 日

2 0 2 2 年 ６ 月 2 4 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 93 10
2022年
３月31日

2022年
６月27日

普通株式 64,000株

５. 連結貸借対照表に関する注記

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

（注）2021年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託

が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれています。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度になるもの

（注）2022年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託

が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれています。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない

ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
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７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、一般的な余資は流動性の高い金融資産で運用する方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、その大部分が決済事業者により債権が保証されていま

すが、ポータルサイト決済等の一部決済において決済事業者により債権が保証され

ていないため、ユーザーからのコンテンツ利用料回収不能リスクが存在します。当

該リスクに関しては、債権が保証されない一部の決済先から滞納者リストを入手

し、毎月、担当役員に報告を行っています。

　投資有価証券は、投資事業有限責任組合への出資であり、組み入れられた株式の

発行体の経営状況及び財務状況の変化に伴い、出資元本を割り込むリスクが存在し

ます。当該リスクに関しては、定期的に投資事業有限責任組合の財務状況や運用状

況を把握して、その内容が担当役員に報告されています。

　営業債務である買掛金は、ほぼ全てが３ヶ月以内に支払期日が到来します。未払

金については、ほとんど２ヶ月以内に支払期日が到来します。未払法人税等につい

ては、２ヶ月以内に納付期限が到来します。これら金融債務は、流動性リスクに晒

されていますが、各部署からの報告に基づき、総務・経理部が適時に資金繰り計画

を作成・更新するとともに、支払予定額の２ヶ月分を手許資金として 低限保有す

ることで、流動性リスクを管理しています。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりです。

　現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等は短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。

　また、投資事業有限責任組合（連結貸借対照表計上額　投資有価証券84百万円）に

ついては、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針31号　

2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしていません。
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(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しています。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時

価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低

いレベルに時価を分類しています。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。
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報告セグメント
合計

電子書籍事業

電子書籍コンテンツ利用料 20,468 20,468

電子書籍コンテンツロイヤリティ 227 227

その他 4 4

合計 20,700 20,700

８. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

電子書籍事業

　電子書籍事業においては、主にスマーフォン、タブレット、ＰＣ等の情報端末向

けに、ネットワーク配信による電子書籍コンテンツの販売を行っています。主に当

社グループが運営する電子書籍販売サイトで、ユーザーに電子書籍コンテンツを提

供し、ユーザーから電子書籍コンテンツ利用料を受取っています。

　ユーザーは、事前に、当社グループが運営する電子書籍販売サイトで使用できる

ポイントを購入し、当該ポイントを使用して電子書籍コンテンツのダウンロード権

又は閲覧権を獲得し、電子書籍コンテンツを利用します。

　このような電子書籍コンテンツの販売については、ユーザーに電子書籍コンテン

ツのダウンロード権又は閲覧権を付与した時点で収益を認識しています。

　なお、電子書籍コンテンツ販売のうち、ユーザーに無償で付与したサービスポイ

ントの使用があった場合は、当該使用分を控除した純額を収益として認識していま

す。

－ 37 －



当連結会計年度

契約負債（期首残高） 1,262百万円

契約負債（期末残高） 1,402

(1) １株当たりの純資産額 951円87銭

(2) １株当たりの当期純利益 78円18銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約負債の残高等

　契約負債は、電子書籍コンテンツ利用契約に基づく、当社グループのポイント

制度により、当社グループの電子書籍販売サイト利用者（ユーザー）から受け取

った、ポイント購入金額のうち、未使用分の前受金に関するものです。契約負債

は、電子書籍コンテンツのダウンロード権又は閲覧権を付与した時点で、収益の

認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首残高の契約負債残高に含まれ

ていた額は、1,262百万円です。

　また、当連結会計年度において、契約負債が139百万円増加した理由は、事業

継続に伴い、会員数を毎年積み上げていることによるものです。

　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に

認識した収益の額はありません。

②　残存履行義務に配分した取引価格

　該当事項はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

（注）「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式（当連結会計年度末の株式数 190千

株、当連結会計年度における期中平均株式数 205千株）を、「１株当たりの純資産

額」及び「１株当たりの当期純利益」の計算において、控除する自己株式に含めて

います。

10. その他の注記

　連結計算書類に表示される科目その他の事項の金額は、百万円未満を切り捨てて表

示しています。
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科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 12,024 流動負債 4,817
　　現金及び預金 10,001 　　買掛金 2,530
　　売掛金 1,844 　　リース債務 0
　　コンテンツ資産 17 　　未払金 728
　　前払費用 16 　　未払費用 36
　　１年内回収予定の 13

　　未払法人税等 92
　　関係会社長期貸付金 　　前受金 1,219
　　その他 137 　　預り金 14
　　貸倒引当金 △6 　　賞与引当金 116

　　株式報酬引当金 77
固定資産 1,485 　　その他 0
　有形固定資産 38 負債合計 4,817
　　建物 32 （純資産の部）
　　工具、器具及び備品 5 株主資本 8,661
　　リース資産 0 　資本金 414
　無形固定資産 0 　資本剰余金 894
　　その他 0 　　資本準備金 189
　投資その他の資産 1,446 　　その他資本剰余金 705
　　投資有価証券 84 　利益剰余金 9,148
　　関係会社株式 554 　　その他利益剰余金 9,148
　　関係会社長期貸付金 49 　　　繰越利益剰余金 9,148
　　長期前払費用 16 　自己株式 △1,795
　　繰延税金資産 518 評価・換算差額等 2
　　その他 223 　その他有価証券評価差額金 2

新株予約権 28
純資産合計 8,692

資産合計 13,510 負債純資産合計 13,510

貸　借　対　照　表

（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 20,152

売 上 原 価 10,473

売 上 総 利 益 9,678

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,498

営 業 利 益 1,179

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10

投 資 事 業 組 合 運 用 益 7

退 会 者 未 使 用 課 金 収 益 3

為 替 差 益 212

そ の 他 3 237

営 業 外 費 用

そ の 他 2 2

経 常 利 益 1,414

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 495 495

税 引 前 当 期 純 利 益 919

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 494

法 人 税 等 調 整 額 163 658

当 期 純 利 益 261

損　益　計　算　書

（単位：百万円）
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（ 2021年４月１日から
2022年３月31日まで ）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 414 189 705 894 8,988 8,988 △818 9,479

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △101 △101 △101

当 期 純 利 益 261 261 261

自 己 株 式 の 取 得 △1,080 △1,080

自 己 株 式 の 処 分 103 103

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 159 159 △977 △817

当 期 末 残 高 414 189 705 894 9,148 9,148 △1,795 8,661

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 0 0 21 9,501

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △101

当 期 純 利 益 261

自 己 株 式 の 取 得 △1,080

自 己 株 式 の 処 分 103

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額
( 純 額 )

2 2 7 9

当 期 変 動 額 合 計 2 2 7 △808

当 期 末 残 高 2 2 28 8,692

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 関係会社株式

移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・コンテンツ資産

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法）

自社制作のコンテンツの費用配分方法については、見積回収期間（12ヶ

月）にわたり、会社所定の逓減的な償却率によって償却しています。な

お、制作費が一定金額以下のコンテンツに関しては、発生時に全額を売上

原価に一括計上しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっています。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

によっています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　15年

工具、器具及び備品　５年～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいています。

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用していま

す。
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(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損

益として処理しています。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しています。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しています。

③ 株式報酬引当金

株式交付規程に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備えるため、株式給

付債務の見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。

(5) 収益の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益の認識する通常の時点）

は以下のとおりです。

電子書籍事業においては、主にスマートフォン、タブレット、ＰＣ等の情報端

末向けに、ネットワーク配信による電子書籍コンテンツの販売を行っていま

す。このような電子書籍コンテンツの販売については、ユーザーに電子書籍コ

ンテンツのダウンロード権又は閲覧権を付与した時点で収益を認識していま

す。

なお、電子書籍コンテンツの販売のうち、ユーザーに無償で付与したサービス

ポイントの使用があった場合は、当該使用分を控除した純額を収益として認識

しています。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。
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２. 会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収

益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサー

ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま

れる金額で収益を認識することとしました。

　これにより、ユーザーに無償で付与したサービスポイントについて、収益認識会計

基準等の適用前は、その付与時に「販売促進費」として会計処理し、使用時に「売上

高」として会計処理していましたが、収益認識会計基準等の適用後は、使用時に「売

上値引高」と会計処理することとしました。

　当該会計方針の変更は遡及適用されますが、会計方針の変更の純資産への累積的影

響額はなく、利益剰余金の期首残高に変動はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基

準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４

日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することとしています。

　なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、貸借対照表

に与える影響はありません。
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４. 追加情報

（役員向け株式交付信託について）

　当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目

的として、当社の取締役を対象にした株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入

しています。

（1）取引の概要

　本制度は、当社が定めた「株式交付規程」に基づき、取締役に、毎期、一定の

ポイントを付与し、年１回、付与ポイントに相当する当社株式が交付される仕組

みとなっています。

　また、取締役に交付する株式については、当社があらかじめ信託設定した金銭

により、信託銀行が第三者割当により当社から取得し、信託財産として保管・管

理しています。

（2）会計処理

　「役員向け株式交付信託」については、「従業員等に信託を通じて自社の株式

を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26

日）に準じて、総額法を適用しています。

（3）信託が保有する株式

　当事業年度末において、「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式は、貸

借対照表の純資産の部に「自己株式」として表示しています。当事業年度末にお

ける、当該自己株式の帳簿価額は491百万円、株式数は190千株です。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 36百万円

① 短期金銭債権 21百万円

② 短期金銭債務 21百万円

関係会社との取引高

営業取引による取引高 397百万円

売上高 302百万円

売上原価 94百万円

営業取引以外の取引高 0百万円

普通株式 1,182,894株

５. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務（貸借対照表において区分掲記していない金額）

６. 損益計算書に関する注記

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（注）当社は、「役員向け株式交付信託」を導入しており、三井住友信託銀行株式会社

が当社株式190,000株を所有しています。三井住友信託銀行株式会社が所有する当

社株式を、自己株式に含めています。
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繰延税金資産

前受金（未使用ポイント） 373百万円

未払事業税 6百万円

賞与引当金 35百万円

株式報酬引当金 23百万円

外注費（未掲載コンテンツ） 61百万円

関係会社株式評価損 360百万円

その他 17百万円

繰延税金資産小計 878百万円

評価性引当額 △360百万円

繰延税金資産合計 518百万円

繰延税金資産の純額 518百万円

(1) １株当たりの純資産額 947円56銭

(2) １株当たりの当期純利益 27円16銭

８. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

９. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

　重要性がないため、記載を省略しています。

10. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表に同

一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

11. １株当たり情報に関する注記

（注）「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式（当事業年度末の株式数 190千株、当

事業年度における期中平均株式数 205千株）を、「１株当たりの純資産額」及び「１

株当たりの当期純利益」の計算において、控除する自己株式に含めています。

12. その他の注記

　計算書類に表示される科目その他の事項の金額は、百万円未満を切り捨てて表示し

ています。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 澁 谷 　 徳 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 米 持 　 大 樹

独立監査人の監査報告書

2022年５月10日

株式会社パピレス

取締役会　御中

アーク有限責任監査法人
　東京オフィス

　

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社パピレス

の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社パピレス及び連結子会社か

らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 澁 谷 　 徳 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 米 持 　 大 樹

独立監査人の監査報告書

2022年５月10日

株式会社パピレス

取締役会　御中

アーク有限責任監査法人
　東京オフィス

　

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社パ

ピレスの2021年４月１日から2022年３月31日までの第28期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を

行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

－ 54 －



利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以上

－ 55 －



監　査　報　告　書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第28期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監

査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

（2）　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査

の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める

とともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしまし

た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思

疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社

から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして

会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す

る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築

及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意

見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して

いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する

ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従っ

て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２. 監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果

　会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2022年５月10日

株式会社　パピレス　監査役会

常勤監査役（社外監査役）　松村　貞浩　　㊞

監　査　役（社外監査役）　藤居　祥三　　㊞

監　査　役（社外監査役）　齊藤　清仁　　㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　当社は、事業拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するととも

に、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

中長期的な事業拡大に必要な投資を強化するとともに、安定的に配当による利

益還元を実施する方針です。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案い

たしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

１. 配当財産の種類

　金銭といたします。

２. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金10円

　配当総額は93,339,860円

３. 剰余金の配当が効力を生じる日

　2022年６月27日
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第２号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（2019年法律第70号）附則第１条ただし

書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総

会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を

変更するものであります。

（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨

を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条（株主

総会参考書類等の電子提供措置）第１項を新設するものであります。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事

項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の

範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするた

め、変更案第16条（株主総会参考書類等の電子提供措置）第２項を新

設するものであります。

（3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株

主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要

となるため、これを削除するものであります。

（4）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであ

ります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
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現行定款 変更案

第16条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）

当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算

書類および連結計算書類に記載また

は表示をすべき事項に係る情報を、

法務省令の定めるところに従い、イ

ンターネットを利用する方法で開示

することにより、株主に対して提供

したものとみなすことができる。

（新設）

（削除）

第16条（株主総会参考書類等の電子提

供措置）

当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等の内容である情報

について、電子提供措置をとるものと

する。

②当会社は、電子提供措置事項のうち

法務省令で定めるものの全部または

一部について、書面の交付を請求し

た株主に対して交付する書面に記載

することを要しないものとする。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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（新設） 附則

第１条

変更前定款第16条の規定の削除およ

び変更後定款第16条の規定の新設は、

会社法の一部を改正する法律（令和元

年法律第70号）附則第１条ただし書き

に定める施行日（以下、「施行日」と

いう。）から効力を生ずるものとす

る。

②施行日から次の定めを有するものと

する。なお、本定めは、施行日から

６か月を経過した日、もしくは施行

日から６か月以内に開催する最後の

株主総会の日から３か月を経過した

日のいずれか遅い日まで、効力を有

するものとする。

当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算

書類および連結計算書類に記載また

は表示をすべき事項に係る情報を、

法務省令の定めるところに従い、イ

ンターネットを利用する方法で開示

することにより、株主に対して提供

したものとみなすことができる。

③本条は、前項で定めるいずれか遅い

日をもってこれを削除する。

以上
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会　場 東京都千代田区紀尾井町３番12号
紀尾井町ビル４階　当社セミナールーム

株主総会会場ご案内図

迎賓館

赤坂御用地

ホテルニューオータニ

ホテルニューオータニ
ガーデンタワー

ニューオータニ美術館

前田病院

エクセルホテル東急

日比谷高校

麹町中学校

上智
大学

麹町学園

清水谷公園

ガーデンテラス
紀尾井町

城西国際大学
東京紀尾井町キャンパス

紀尾井町ビル

半蔵門駅

１番出口

２番出口

四ツ谷駅

麹町口・赤坂口

麹町駅

永田町駅

９ａ・９ｂ番出口

赤坂見附駅

Ｄ７番出口

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

東
京
メ
ト
ロ
有
楽
町
線

東
京
メ
ト
ロ
半
蔵
門
線

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線

■交　通
有楽町線「麹町駅」２番出口より徒歩２分
半蔵門線「半蔵門駅」１番出口より徒歩６分
半蔵門線／有楽町線／南北線「永田町駅」9a・9b番出口より徒歩６分
丸ノ内線／銀座線「赤坂見附駅」D7番出口より徒歩７分
丸ノ内線／南北線／JR中央線「四ツ谷駅」より徒歩９分

（駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮
くださいますようお願い申しあげます。）


